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１
月
６
・
13
日
㈰
は

日
曜
窓
口
業
務
を
臨
時
休
業
し
ま
す

問
市
民
総
室
総
務
課
…
☎
237
・
５
２
９
４

　

シ
ス
テ
ム
保
守
の
た
め
、
本
庁
舎
と
青

沼
・
池
田
・
東
部
の
各
窓
口
セ
ン
タ
ー
の

日
曜
窓
口
業
務
を
臨
時
休
業
し
ま
す
。
な

お
、
戸
籍
に
関
す
る
届
出（
出
生
届
・
死

亡
届
な
ど
）は
通
常
ど
お
り
本
庁
舎
１
階

管
理
室
で
受
け
付
け
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
の

届
出
は
お
済
み
で
す
か
？

問
国
民
健
康
保
険
課
…
☎
237
・
５
３
６
８

　

退
職
や
、
扶
養
か
ら
外
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
職
場
の
健
康
保
険
の
資
格
が
な
く

な
っ
た
方
は
、
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入

の
届
出
を
、
ま
た
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
の

資
格
を
取
得
し
た
方
や
転
出
す
る
方
は
、

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
脱
退
の
届
出
を
そ

れ
ぞ
れ
14
日
以
内
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
、
職
場
の
健

康
保
険
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
日
に
さ
か

の
ぼ
り
ま
す
。
保
険
料
も
さ
か
の
ぼ
っ
て

納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
早
め
の
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
協
会
け
ん
ぽ
な
ど
の
被
用
者
保
険
任
意

継
続
に
比
べ
て
、
国
民
健
康
保
険
料
の
方

が
高
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

加
入
前
に
ご
検
討
く
だ
さ
い

ご
み
の
集
積
所
に
つ
い
て

問
収
集
課
…
☎
241
・
４
３
１
３

　

ご
み
集
積
所
を
新
設
・
変
更
・
統
合
・

廃
止
す
る
場
合
は
、
事
前
に
収
集
課
と
協

議
し
て
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

つ
く
っ
て
み
ま
せ
ん
か

問
市
民
課
…
☎
237
・
５
３
３
７

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
市
民
課
窓
口

で
申
請
す
る
と
、
無
料
で
取
得
で
き
、
公

的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま

す
。ま
た
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ

て
、
コ
ン
ビ
ニ
で
住
民
票
な
ど
の
証
明
書

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
カ
ー
ド
の
再
発
行
は
有
料

「
甲
府
市
高
齢
者
見
守
り
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
事
業
」協
力
事
業
者
と

協
定
を
締
結
し
ま
し
た

問
高
齢
者
福
祉
課
…
☎
237
・
５
６
１
３

　

市
で
は
、
民
間
事
業
者
の
通
常
業
務
中

に
高
齢
者
を
見
守
る
取
組
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
度
、
第
５
回
目
の
協
定
調
印
式
を

行
い
、
新
た
に
２
事
業
者
に
ご
協
力
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
協
定
締
結
事
業
者（
順
不
同
）

藍
澤
證
券
株
式
会
社
甲
府
支
店
、
一
般
社

団
法
人
コ
ス
モ
ス
成
年
後
見
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
山
梨
県
支
部

※
高
齢
者
の
見
守
り
に
ご
協
力
い
た
だ
け

る
事
業
者
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

山だ

し車
を
改
修
し
ま
し
た

問
協
働
推
進
課
…
237
・
５
２
９
８

　
（
一
財
）自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
行
う
宝

く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て
実
施

し
て
い
る「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
」

の
助
成
金
を
活
用
し
、
石
田
地
区
自
治
会

連
合
会
で
所
有
し
て
い
る
山
車
の
改
修
を

行
い
ま
し
た
。

甲府市市民憲章
　美しい自然と古い歴史に恵まれて栄えてきた
甲府市は、いまや、あらたな近代都市として、
大きく発展しようとしています。わたくしたち
は、この甲府の市民であることに誇りと責任を
感じ、市民憲章のもとに力を合わせ、よりよい
甲府市をつくることに努めます。
１ まじめに働き、栄えるまちをつくります。
１ きまりを守り、住みよいまちをつくります。
１ たがいに助け合い、楽しいまちをつくります。
１ からだをきたえ、明るいまちをつくります。
１ 教養を高め、文化のまちをつくります。

問市民総室総務課… ☎（２３７）５２９４

▲山車

甲府市自治基本条例
～まちづくりはみんながプレーヤー～

　自治基本条例は、市民・議会・行政が密接に連携しな
がら、みんなが協働してふるさと甲府のまちづくりを進
める基本的なルールです。
　市では、皆さんからの意見を計画や
施策に反映させるパブリックコメント
や各種委員の募集などを行っています。
ぜひ皆さんも市政に関心を持って、ご
参加くださいますようお願いします。

問企画課…☎（２３７）５２８９

市民

市議会 市




